
生駒市条例第２６号 

生駒市自転車駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２７年６月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

生駒市自転車駐車場条例（昭和５８年１２月生駒市条例第２９号）の一部を次

のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

 １ 一時利用料金 

 備考 この表の利用料金の額には、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定

による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費

税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)を含む。 

２ 定期利用料金 

駐車場

の名称 
自転車等の種類 

市内在住者 市外在住者 

学生 一般 学生 一般 

1月 3月 1月 3月 1月 3月 1月 3月 

生駒駅

前自転

車駐車

場及び

生駒駅

前 第 2

自転車

駐車場 

自転車 1,400

円

 

3,800

円

1,500

円 

4,100

円 

1,600

円

4,400

円

1,700

円

4,600

円 

原動機

付自転

車及び

自動二

輪車 

排気量90

cc以下の

もの 

2,000

円

5,400

円

2,100

円

5,700

円 

2,200

円

6,000

円

2,300

円

6,300

円 

排気量90

ccを超え

るもの 

2,400

円

6,500

円

2,600

円

7,100

円 

2,700

円

7,300

円

2,800

円

7,600

円 

生駒駅

南自転

車駐車

場 

自転車 1,200

円

 

3,100

円

1,300

円

3,300

円 

1,300

円

3,300

円

1,400

円

3,600

円 

原動機 排気量90 1,800 4,600 1,900 4,900 1,900 4,900 2,000 5,200

自転車等の種類 1 日 1 回につき 

自転車 70 円 

原動機付自転車及

び自動二輪車 

排気量 90cc 以下のもの 100 円  

排気量 90cc を超えるもの 120 円  



付自転

車及び

自動二

輪車 

cc以下の

もの 

円 円 円 円 円 円 円 円 

排気量90

ccを超え

るもの 

2,100

円

5,400

円

2,200

円

5,700

円 

2,200

円

5,700

円

2,400

円

6,200

円 

備考 

１ 「市内在住者」とは、市内に住所を有する者をいう。 

２ 「市外在住者」とは、市内在住者以外の者をいう。 

３  「学生」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学

校、同法第１２４条に規定する専修学校若しくは同法第１３４条に規定する各

種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園し

ている者をいう。 

４ 「一般」とは、学生以外の者をいう。 

５ この表の利用料金の額には、消費税等相当額を含む。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市自転車駐車場条例の規定は、平成２７年１０月１日以後に徴

収する利用料金（生駒市自転車駐車場条例第６条に規定する利用料金をいう。

以下この項において同じ｡)について適用し、同日前に徴収する利用料金につい

ては、なお従前の例による。 

（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

３ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２５年１２月生駒市条例第４１号

）の一部を次のように改正する。 

  第１７条中生駒市自転車駐車場条例別表の改正規定を次のように改める。 



   別表の１の表中「１２０円」を「１３０円」に改め、別表の２の表中「１

，４００円」を「１，４３０円」に、「３，８００円」を「３，８７０円」

に、「１，５００円」を「１，５３０円」に、「４，１００円」を「４，１

８０円」に、「１，６００円」を「１，６３０円」に、「４，４００円」を

「４，４８０円」に、「１，７００円」を「１，７３０円」に、「４，６０

０円」を「４，６８０円」に、「２，０００円」を「２，０４０円」に、「

５，４００円」を「５，５００円」に、「２，１００円」を「２，１４０円

」に、「５，７００円」を「５，８００円」に、「２，２００円」を「２，

２４０円」に、「６，０００円」を「６，１１０円」に、「２，３００円」

を「２，３４０円」に、「６，３００円」を「６，４２０円」に、「２，４

００円」を「２，４４０円」に、「６，５００円」を「６，６２０円」に、

「２，６００円」を「２，６５０円」に、「７，１００円」を「７，２３０

円」に、「２，７００円」を「２，７５０円」に、「７，３００円」を「７

，４３０円」に、「２，８００円」を「２，８５０円」に、「７，６００円

」を「７，７４０円」に、「１，２００円」を「１，２２０円」に、「３，

１００円」を「３，１６０円」に、「１，３００円」を「１，３２０円」

に、「３，３００円」を「３，３６０円」に、「３，６００円」を「３，６

７０円」に、「１，８００円」を「１，８３０円」に、「１，９００円」を

「１，９３０円」に、「４，９００円」を「４，９９０円」に、「５，２０

０円」を「５，３００円」に、「６，２００円」を「６，３１０円」に改め

る。 


